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特別委員会委員長報告
６月定例会における特別委員会からの報告を掲載します

特別委員会委員長報告特別委員会委員長報告
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
指

定
管
理
に
つ
い
て

　

「
本
市
に
は
８
つ
の
児

童
ク
ラ
ブ
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
運
営
委
員
会
に
委

託
し
て
い
る
。
開
設
時
間
、

休
所
日
等
は
、
保
護
者
の

意
向
に
よ
り
決
め
て
い
る
。

定
員
は
施
設
の
規
模
を
考

慮
し
て
、
受
け
入
れ
可
能

な
最
大
の
児
童
数
と
な
っ

て
い
る
」
と
の
説
明
を
受

け
、
質
疑
を
行
っ
た
。

　

「
本
市
は
指
定
管
理
だ

が
、
県
下
の
他
の
自
治
体

の
現
状
は
」
に
対
し
「
本

市
の
み
で
あ
る
」
と
答
弁
。

　

「
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営

状
況
の
チ
ェ
ッ
ク
は
」
に

対
し
「
決
算
書
、
翌
年
度

の
計
画
書
、
ま
た
、
月
々

の
収
支
報
告
、
人
数
報
告

等
に
よ
り
行
っ
て
い
る
」

と
答
弁
。

　

「
賃
金
体
系
の
統
一
性

が
必
要
で
は
」に
対
し「
基

準
ラ
イ
ン
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
こ
ま
で
は
指
示
し

て
い
な
い
」
と
答
弁
。

　

委
員
か
ら
は
「
指
定
管

理
に
よ
る
運
営
を
存
続
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
自
治
体

の
介
入
を
強
め
て
い
く
べ

き
で
あ
る
。
公
募
も
視
野

に
入
れ
検
討
を
」
と
の
意

見
が
出
さ
れ
た
。

香
美
市
観
光
協
会
の
現
状

に
つ
い
て

　

「
27
年
度
の
事
業
収
益

は
１
千
万
円
程
度
の
黒
字

予
想
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

り
指
定
管
理
を
受
け
て
い

る
、
べ
ふ
峡
温
泉
施
設
の

改
修
を
実
施
し
た
。
事
務

所
を
『
香
美
市
い
ん
ふ
ぉ

め
ー
し
ょ
ん
』
か
ら
駅
前

の
角
地
に
移
転
す
る
」
と

の
説
明
を
受
け
、
質
疑
を

行
っ
た
。

　

「
新
た
な
観
光
戦
略
等

は
」
に
対
し
「
企
画
面
に

注
力
し
、
旅
行
業
免
許
の

取
得
を
目
指
し
て
い
る
」

と
答
弁
。

　

「
移
転
す
る
事
務
所
で

の
物
販
は
」
に
対
し
「
移

転
先
は
狭
く
、
改
修
も
し

く
は
新
築
の
必
要
が
あ
る
。

特
産
品
を
手
に
取
っ
て
見

て
、
買
え
る
場
所
を
設
け

る
こ
と
は
、
市
の
大
き
な

課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
」
と
答
弁
。

　

委
員
会
か
ら
は
「
本
市

の
観
光
を
ア
ピ
ー
ル
す
る

企
画
に
注
力
を
、
ま
た
、

指
定
管
理
料
を
含
め
今
後

の
展
開
を
見
守
る
」
と
の

意
見
を
述
べ
た
。

定
住
推
進
課
の
業
務
内
容

と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て

　

定
住
班
の
所
管
す
る
、

移
住
定
住
対
策
事
業
、
集

落
活
動
セ
ン
タ
ー
事
業
、

も
の
づ
く
り
事
業
、
婚
活

事
業
実
施
の
方
向
性
に
つ

い
て
、
ま
た
、
ま
ち
づ
く

り
班
の
所
管
す
る
姉
妹
都

市
交
流
、
市
営
バ
ス
、
ふ

る
さ
と
納
税
等
に
関
連
し
、

全
般
的
な
説
明
を
受
け
、

質
疑
・
意
見
交
換
等
を
行

っ
た
。

空
き
家
調
査
の
進
捗
状
況

と
デ
ー
タ
活
用
方
針
に
つ

い
て

　

「
28
年
度
は
、
地
域
情

報
未
調
査
地
区
の
調
査
と

再
度
の
全
戸
調
査
、
ま
た
、

既
存
空
き
家
の
状
態
の
ラ

ン
ク
の
見
直
し
等
を
行
う
。

ま
た
、
デ
ー
タ
を
元
に
空

き
家
バ
ン
ク
へ
の
登
録
物

件
を
増
や
し
、
移
住
促
進

に
活
用
し
て
い
き
た
い
。

空
き
家
数
等
の
数
値
デ
ー

タ
は
関
係
機
関
と
共
有
し
、

連
携
し
て
移
住
促
進
に
つ

な
げ
て
い
き
た
い
」
と
の

説
明
を
受
け
、
質
疑
・
意

見
交
換
等
を
行
っ
た
。

提
言
の
回
答
内
容
に
つ
い

て
　

提
言
書
に
あ
る
「
農
業

者
で
あ
る
こ
と
を
条
件
に
」

の
部
分
は
「
農
業
者
と
な

る
こ
と
を
条
件
に
」
と
読

み
替
え
た
上
で
、
旧
の
農

業
委
員
会
で
の
協
議
の
一

端
と
し
て
、
農
業
経
営
を

守
り
、
図
る
上
で
最
低
限

必
要
だ
と
思
わ
れ
る
下
限

面
積
に
つ
い
て
の
考
え
方

や
、
地
域
で
必
要
な
共
同

活
動
で
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
が

起
こ
る
懸
念
、
１
㌃
で
も

農
業
者
と
し
て
認
め
た
場

合
、
農
業
者
と
し
て
の
特

別
な
権
利
を
与
え
る
こ
と

と
な
り
、
慎
重
な
判
断
が

必
要
と
な
る
等
々
の
説
明

を
受
け
、
質
疑
・
意
見
交

換
等
を
行
っ
た
。

行
財
政
改
革
推
進
特
別
委
員
会

定
住
人
口
増
加
促
進
特
別
委
員
会


